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暫定版（随時更新予定） 

http://tetsuoplus.com/illust/other.html�


１．入院制度に関する検討 
 ○ 保護者に関する責務規定についての検討に引き続き、医療保護入院のあり方をどのように考 
  えるか、医療保護入院を代替する手段があるかどうか等について、治療にアクセスする権利をど 
  のように保障するかという観点を踏まえつつ、入院制度（特に医療保護入院）に関して検討を行う。 

２．精神科医療現場における人員体制の充実のための方策 
 ○ 「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」（平成２２年６月２９日閣議決定）で 
  は、精神科医療現場における医師や看護師等の人員体制の充実のための具体的方策についても 
  検討することとされている。 
   （★） 精神科医療現場における医師や看護師等の人員体制の充実のための具体的方策について、総合福祉部会における議論と 
       の整合性を図りつつ検討し、平成２４年内を目途にその結論を得る。 
 
    （★） 医療法上の精神病床の医師・看護師等の人員配置基準は、医師が入院患者48人に1人（一般病床では16人に1人）、 
       看護職員が入院患者4人に1人（一般病床では3人に1人）と、一般病床より低くなっている。 
 
 ○ 人員体制の検討に当たっては、患者の状態像や病棟の機能に応じた人員体制のあり方を検討 
  することが必要であり、精神病床の機能の将来像も考慮しながら検討を進めることが必要。 
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Ⅲ 今後の検討課題 


